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は じ め に 

学校教育の一環として行われる部活動は、異年齢との交流の中で、生徒同士や生徒と教員等との

好ましい人間関係の構築を図ったり、自己肯定感を高めたりするなど、教育的意義が大きい活動で

す。特に、運動部の活動は、スポーツに興味と関心のある同好の生徒が、スポーツを通した交流や、

より高い水準の技能や記録に挑戦する中で、スポーツの楽しさや喜びを味わい、豊かな学校生活を

経験する活動であるとともに、体力の向上や健康の増進にもきわめて効果的な活動です。 

しかしながら、全国的に運動部活動は、近年、少子化に伴う部員数や部活動数の減少、部活動の

過熱化による長時間の活動がもたらす生徒への身体的・精神的負担、教員の多忙化などが課題とな

っているほか、部活動指導においての専門性を有している教員が全体の半数に満たないなど、学校

だけでその運営体制を維持していくことが難しい状況となってきております。 

このような状況下において、本県教育委員会では、スポーツ庁が平成３０年３月に策定した「これから

の運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」に則り、平成３０年５月～９月に本県が実施した運

動部活動実態調査結果を踏まえるとともに、外部有識者も含めて設置した策定委員会等の意見を伺った

うえで、「山形県における運動部活動の在り方に関する方針」を策定しました。 

本方針を踏まえて、市町村教育委員会及び学校法人並びに各学校にあっては、生徒にとって望ま

しいスポーツ環境を構築するという観点に立ち、運動部活動が地域、学校、競技種目等に応じた多

様な形で最適に実施されるよう努めていただくとともに、教員のワーク・ライフ・バランスの実現

が図られることを期待します。 

結びに、本方針の策定にあたり、御協力賜りました山形県における運動部活動の在り方に関する

方針策定委員会の各委員、その他関係各位に対し、深く感謝申し上げます。 

平成３０年１２月  

山形県教育委員会教育長  廣 瀬  渉
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山形県における本方針策定の趣旨等 

○ 本方針は、「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」（平成30年３月 スポーツ

庁策定）（以下、「国のガイドライン」という。）に則り、高等学校（私立高等学校及び特別

支援学校高等部を含む。以下同じ）段階の運動部活動を主な対象とし、生徒にとって望ましい

スポーツ環境を構築するという観点に立ち、運動部活動が以下の点を重視して、地域、学校、

競技種目等に応じた多様な形で最適に実施されることを目指す。 

知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」を育む、「日本型学校教育」の意義を踏まえ、

生徒がスポーツを楽しむことで運動習慣の確立等を図り、生涯にわたって心身の健康を保

持増進し、豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力の育成を図るとともに、バ

ランスのとれた心身の成長と学校生活を送ることができるようにすること。 

生徒の自主的、自発的な参加により行われ、学校教育の一環として教育課程との関連を図

り、合理的でかつ効率的・効果的に取り組むこと。 

学校全体として運動部活動の指導・運営に係る体制を構築すること。 

○ 県立学校にあっては本方針に則り、市町村教育委員会及び学校法人（以下、「学校の設置者」

という）にあっては、本方針を参考に、持続可能な運動部活動の在り方について検討し、以下

の点を遵守して速やかに改革に取り組む。 

県教育委員会は、学校の設置者や学校が行う改革に必要な支援等に取り組む。 

○ 本方針は、学校の種類や学校の設置者の違いに関わらず該当するものである。 

○ 県教育委員会は、本方針に基づく各学校の設置者及び各学校の運動部活動改革の取組み状況に

ついて、定期的にフォローアップを行う。 
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１ 適切な運営のための体制整備 

（１） 運動部活動の方針の策定等 

ア  学校の設置者は、本方針を参考に、「設置する学校に係る運動部活動の方針」（以下、「設

置者の方針」という。）を策定する。 

イ  校長は、県立学校にあっては本方針に、市立高等学校及び私立高等学校にあっては「設置

者の方針」に則り、毎年度、「学校の運動部活動に係る活動方針」（以下、「学校の方針」

という。）を策定する。運動部顧問は、年間の活動計画（活動日、活動時間、休養日及び参

加予定大会日程等）及び活動実績（活動日時、休養日及び大会参加日程等）を作成し、定期

的に校長に提出する。 

ウ  校長は、「学校の方針」及び活動計画等を学校のホームページへの掲載等により公表する。 

エ  学校の設置者は、上記ウに関し、各学校において運動部活動の活動方針・計画の策定等が

効率的に行えるよう、県教育委員会が作成した様式を参考に、簡素で活用しやすい様式の作

成等を行う。 

（２） 指導・運営に係る体制の構築 

ア  校長は、生徒や教員の数、部活動指導員の配置状況を踏まえ、指導内容の充実、生徒の安

全の確保及び教員の長時間勤務の解消等の観点から円滑に運動部活動を実施できるよう、適

正な数の運動部を設置する。 

イ  県教育委員会及び学校の設置者は、各学校の生徒や教員の数、部活動指導員の配置状況や

校務分担の実態等を踏まえ、部活動指導員を積極的に任用して学校に配置する。 

なお、部活動指導員の任用・配置に当たっては、学校教育について理解し、適切な指導を

行うために、部活動の位置付け、教育的意義、生徒の発達の段階に応じた科学的な指導、安

全の確保や事故発生後の対応を適切に行うこと、生徒の人格を傷つける言動や体罰は、いか

なる場合も許されないこと、服務（校長の監督を受けることや生徒・保護者等の信頼を損ね

るような行為の禁止等）を遵守すること等に関し、定期的に研修を行う。 
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ウ  県教育委員会は、学校が部活動指導員及び外部指導者を活用しやすくするため、専門的指

導力を有する地域のスポーツ人材の発掘・登録などを行う「リーダーバンクやまがた」を整

備し、学校の設置者及び学校に情報提供を行う。 

エ  校長は、運動部顧問の決定に当たっては、校務全体の効率的・効果的な実施に鑑み、教員

の他の校務分掌や、部活動指導員の配置状況を勘案した上で行うなど、適切な校務分掌とな

るよう留意するとともに、外部指導者からの協力を得るなど、学校全体としての適切な指導、

運営及び管理に係る体制の構築を図る。 

オ  校長は、定期的な活動計画及び活動実績の確認等により、各運動部の活動内容を把握し、

生徒が安全にスポーツ活動を行い、教員の負担が過度とならないよう、適宜、指導・是正を

行う。 

カ  校長は、運動部活動を適切に運営するために、部活動運営委員会（仮称）を設置し、各運

動部活動の取組みの確認や評価を行い、改善に努める。なお、部活動運営委員会（仮称）は、

学校の教職員のみならず、保護者、地域のスポーツ関係者、地域医療関係者等も組織に加え

るなどして、活動内容や活動時間、学校と保護者の連携及び学校と地域の連携などについて、

理解や協力を求めるよう努めることが望ましい。 

キ  県教育委員会及び学校の設置者は、運動部顧問、部活動指導員及び外部指導者を対象とす

るスポーツ指導に係る知識及び実技の質の向上並びに学校の管理職を対象とする運動部活

動の適切な運営に係る実効性の確保を図るための研修等の取組みを行う。 

ク  学校の設置者及び校長は、教員の運動部活動への関与について、「学校における働き方改

革に関する緊急対策（平成２９年１２月２６日文部科学大臣決定）」及び「学校における働

き方改革に関する緊急対策の策定並びに学校における業務改善及び勤務時間管理等に係る

取組の徹底について（平成３０年２月９日付け２９文科初第１４３７号）」を踏まえ、法令

に則り、業務改善及び勤務時間管理等を行う。 

ケ  校長は、各運動部の運営では保護者等の理解と協力が重要であることから、スケジュール

や活動状況等の情報を常に共有し、信頼関係を深めるよう努める。  
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また、各運動部活動の保護者会等が設置されている場合は、運営主体、学校への支援体制

及び会計責任等について保護者会等との役割を明確にし、共通理解を図るよう努める。 

２ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取組み 

（１） 適切な指導の実施 

ア  校長及び運動部顧問は、運動部活動の実施に当たっては、文部科学省が平成２５年５月に作

成した「運動部活動での指導のガイドライン」に則り、生徒の心身の健康管理（スポ―ツ障

害・外傷の予防やバランスのとれた学校生活への配慮等を含む）、事故防止（活動場所にお

ける施設・設備の点検や活動における安全対策等）に努めるとともに、体罰・ハラスメント

の根絶を徹底する。県教育委員会及び学校の設置者は、学校におけるこれらの取組みが徹底

されるよう、学校保健安全法等も踏まえ、適宜、支援及び指導・是正を行う。 

イ  運動部顧問は、スポーツ医・科学の見地からは、トレーニング効果を得るために休養を適

切に取ることが必要であること、また、過度の練習がスポーツ障害・外傷のリスクを高め、

必ずしも体力・運動能力の向上につながらないこと等を正しく理解する。 

あわせて、生徒の体力の向上や、生涯を通じてスポーツに親しむ基礎を培うことができる

よう、生徒とコミュニケーションを十分に図り、生徒がバーンアウトすることなく、技能や

記録の向上等それぞれの目標を達成できるよう、競技種目の特性等を踏まえた科学的トレー

ニングの積極的な導入等により、休養を適切に取りつつ、短時間で効果が得られる指導を行う。

また、専門的知見を有する保健体育担当の教員や養護教諭等と連携・協力し、発達の個人

差や女子の成長期における体と心の状態等に関する正しい知識を得た上で指導を行う。 

（２） 運動部活動指導のための各種手引の活用 

 運動部顧問は、中央競技団体が作成した指導手引や「運動部活動外部指導者の手引き」（平

成３０年３月県教育委員会）を活用して、２（１）に基づく指導を行う。 
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３ 適切な運動部活動の運営 

各学校の運動部活動の運営については、下記の点に留意し、適切に行うものとする。 

休養日 平日１日以上、土曜日及び日曜日（以下「週休日」という）１日以上 

活動時間 平日２時間程度 週休日等３時間程度 

長期休業中の 

休養日 
ある程度長期の休養期間を設けること 

ア  学校の設置者及び学校は、運動部活動における休養日及び活動時間について、成長期にあ

る生徒が、運動、食事、休養及び睡眠のバランスのとれた生活を送ることができるよう、ス

ポーツ医・科学の観点からのジュニア期におけるスポーツ活動時間に関する研究
*1
も踏まえ、

以下を基準として遵守する。 

① 学期中の休養日の設定 

・休養日は、週当たり２日以上（平日１日以上、週休日１日以上）となるように設定する。 

② １日の活動時間 

・長くとも、平日では２時間程度、学校の休業日（週休日、休日、長期休業日）では３時間

程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。 

・上記の活動時間とは、通常の練習の活動時間であり、大会・練習試合・合宿等（以下「大会等」と

いう）については上記活動時間を適用しなくても良いが、大会等を計画する際は、上記２（１）で示

したスポーツ医・科学の見地や教員の負担軽減、学校単位で参加する大会の見直し（後記）等を

踏まえ、毎週のように大会等に参加するなどの過度な負担とならないように計画する。 

*1  「スポーツ医・科学の観点からのジュニア期におけるスポーツ活動時間について」（平成29年12月18日 公益財団法人日本体育協会※）

において、研究等が競技レベルや活動場所を限定しているものではないことを踏まえた上で、「休養日を少なくとも１週間に１～２日設けるこ

と、さらに、週当たりの活動時間における上限は、16時間未満とすることが望ましい」ことが示されている。 

※団体名称を「公益財団法人日本スポーツ協会」に変更（平成30年４月１日）
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③ 長期休業中の休養日の設定 

・学期中に準じた扱いを行う。 

・運動部活動以外にも多様な活動を行うことができるよう、ある程度長期の休養期間を設ける。

・ある程度長期の休養期間後に運動部活動を再開する場合には、生徒の身体的な負担を考慮

して、急激に再開せずに段階的に活動を始めるなど、怪我の防止に努める。 

イ  学校の設置者は、１（１）アに掲げる「設置者の方針」の策定に当たっては、上記の基準

を踏まえるとともに、本方針を参考に、休養日及び活動時間等を設定し、明記する。また、

下記ウに関し、適宜、支援及び指導・是正を行う。 

ウ  校長は、１（１）イに掲げる「学校の方針」の策定に当たっては、上記の基準を踏まえる

とともに、県立学校にあっては本方針に、市立高等学校及び私立高等学校にあっては「設置

者の方針」に則り、各運動部の休養日及び活動時間等を設定し公表する。また、各運動部の

活動内容を把握し、適宜、指導・是正を行う等、その運用を徹底する。 

エ  休養日及び活動時間等の設定については、地域や学校の実態を踏まえた工夫として、以下

のようなことも考えられる。 

・ 定期試験前後の一定期間等に、運動部共通、学校全体の部活動休養日を設ける。 

・ 校長が認める「目標とする大会前の特別強化期間
*2
」や「強化指定部

*3
」は、少なくとも

週１日の休養日を設けたうえで、週間、月間、年間単位での活動頻度・時間の目安を定

め、休養日を振替える。 

*2 「目標とする大会」前に、学校独自の休養日・活動時間を設定して活動する一定の期間のこと。 

*3 学校の特色を活かすために、通年で独自の休養日・活動時間を設定して活動する学校から指定された運動部活動のこと。
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４ 運動部活動における事故防止について 

（１） 活動前における配慮事項 

ア 連絡体制の整備と健康状態の把握 

・校長は、学校の管理下において事故が発生した場合に備え、学校の危機管理マニュアル（部活

動中の事故を含む）を確立し、平素から運動部顧問・生徒・学校とともに共通理解が図られるよう

にする。

・校長は、各運動部顧問に対し、生徒の既往症（心臓疾患やアレルギーの有無等）を事前に

把握し、万一の際の対処法を養護教諭、生徒本人及び保護者と確認しておくよう指導する。 

・運動部顧問は、活動前に生徒の体調確認を行うなど、事前の事故防止を徹底する。 

※参照１：事故発生時の連絡体制

 参照２：心停止に対する応急手当

 参照３：熱中症予防の原則

参照４：熱中症対応フロー 

イ 安全点検（施設・設備・備品・用具・ＡＥＤ設置場所確認） 

・校長は、各運動部顧問に対し、活動場所、設備、備品及び用具等の安全点検について、日

常的に行うよう指導する。 

・校長は、各運動部顧問に対し、ＡＥＤの設置場所を確実に把握するように指導するととも

に、ＡＥＤの使用方法については、各運動部顧問を積極的に研修会に参加させたり、講師を

招聘しての校内研修会を開催したりするなどして、各運動部顧問が確実に使用できるように

努める。 

（２） 活動中における配慮すべき事項 

ア 体調の確認と円滑なコミュニケーション 

・運動部顧問は、活動中にも生徒の体調確認を行うとともに、生徒が体調不良の際には、自

らすぐに申し出ることができるよう、生徒と円滑なコミュニケーションを図っておく。 

イ 生徒自身の管理 

・運動部顧問は、生徒に対し、自ら事故や熱中症等を回避することができるよう指導する。 
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（３） 天候等を考慮した指導について

 校長は、各運動部顧問に対し、活動時の気象情報には十分留意し、下記の点について指

導する。

・ 高温・多湿時において、運動部活動等が予定されている場合については、活動の延期や見直

し等、柔軟な対応を行う。なお、日程調整の関係等でやむを得ず開催する場合には、ＷＢＧＴ等

により環境温度の測定を行い、ＷＢＧＴ３１℃以上を指している間は原則として活動中止、ＷＢＧ

Ｔ２８℃以上の場合は、参加する生徒の適切な選別、こまめな水分・塩分の補給や休憩の取得、

観戦者の軽装や着帽等、児童生徒の健康管理を徹底することとし、活動中に熱中症の疑いのあ

る症状が見られた場合には、「熱中症対応フロー」（参照４）に従い、迅速に対応する。

・ 雨天時等にやむを得ず活動する場合は、生徒の衣服が濡れたままで長時間活動するなど

して、低体温症になることのないよう、健康状態に十分注意する。

・ 雷や暴風雨の際には、活動の中止や中断の判断を的確に行う。 

※参照５：落雷事故の防止について 

※参照６：落雷基礎知識 

５ 生徒のニーズを踏まえたスポーツ環境の整備 

（１） 生徒のニーズを踏まえた運動部の設置 

ア  校長は、運動する生徒としない生徒の二極化や、生徒の運動・スポーツに関するニーズ

が、友達と楽しめること、適度な頻度で行えることなど多様化している状況を踏まえ、性

別や障がいの有無に関わらず、より多くの生徒のスポーツ活動の機会の創出が図られる体

制を地域と共に考える。 

具体的な例としては、季節ごとに異なるスポーツを行う活動、競技志向でなくレクリエ

ーション志向で行う活動、体力つくりを目的とした活動等、生徒が楽しく体を動かす習慣

の形成に向けた動機づけとなるものが考えられる。 

イ  県教育委員会及び市町村教育委員会は、山形県高等学校体育連盟及び山形県高等学校野

球連盟と連携し、少子化に伴い、単一の学校では特定の競技の運動部を設けることができ

ない場合には、生徒のスポーツ活動の機会が損なわれることがないよう、複数校の生徒が
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拠点校の運動部活動に参加する等、合同部活動等の体制づくりを検討する。 

ウ  生徒の引率については、当該校の教員が引率することが原則であるが、学校の諸事情によ

り当該校教員が引率できない場合、学校の設置者及び当該教育委員会の責任において、校長

間及び所属校長と当該保護者間の了解が得られた場合、他校教員の生徒引率を可能とする。 

なお、山形県高等学校体育連盟及び山形県高等学校野球連盟は、団体種目における合同チ

ームの生徒引率について、上記と同様に、一方の教員による生徒引率ついても可能とできる

よう検討を進める。 

（２） 地域との連携等 

ア  県教育委員会、学校の設置者及び校長は、学校や地域の実態に応じて、地域のスポーツ

団体との連携及び民間事業者の活用等により、部活動と地域スポーツクラブの二者択一で

はなく、学校と地域が協働・融合した形での部活動を検討するなど、生徒のスポーツ環境

整備を進める。 

イ  公益財団法人山形県体育協会、市町村体育協会、競技団体及びその他のスポーツ団体は、

県教育委員会もしくは学校の設置者と連携し、学校と地域が協働・融合した形での地域の

スポーツ環境の充実を推進する。 

また、学校の設置者等が実施する部活動指導員の任用・配置や、運動部顧問等に対する

研修等、スポーツ指導者の質の向上に関する取組みに協力する。 

ウ  県教育委員会及び市町村教育委員会は、学校管理下ではない社会教育に位置付けられる

活動については、各種保険への加入や、学校の負担が増加しないこと等に留意しつつ、生

徒がスポーツに親しめる場所が確保できるよう、学校体育施設開放事業を推進する。 

エ  県教育委員会、学校の設置者及び校長は、学校と地域・保護者が共に子どもの健全な成

長のための教育、スポーツ環境の充実を支援するパートナーという考え方の下で、こうし

た取組みを推進することについて、地域・保護者の理解と協力を促す。 
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６ 学校単位で参加する大会等の見直し 

ア  山形県高等学校体育連盟及び山形県高等学校野球連盟は、主催する学校体育大会のあり方

について、上記５及び、公益財団法人全国高等学校体育連盟及び公益財団法人日本高等学校

野球連盟とともに、複数校合同チームの編成及び大会参加のあり方についての見直しや、部

活動と地域が融合した活動での大会参加などについて意見交換を進める。また、参加生徒の

スポーツ障害・外傷の予防の観点から、大会の規模もしくは日程等の在り方及びスポーツボ

ランティア等の外部人材の活用などの運営の在り方に関する見直しを行うよう検討する。 

イ  県教育委員会、学校の設置者、山形県高等学校体育連盟及び山形県高等学校野球連盟は、

学校の運動部が参加する大会・試合の全体像を把握し、週末等に開催される様々な大会・試

合に参加することが、生徒や運動部顧問の過度な負担とならないよう大会等の見直しに向け

た検討を主催者及び各競技団体に要請する。 

ウ  校長は、生徒の教育上の意義や、生徒や運動部顧問の負担が過度とならないことを考慮し

て、参加する大会等を精査する。 
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（参照１）事故発生時の連絡体制
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（参照２）
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（参照３）

～14～



（参照４）
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（参照５）落雷事故の防止について（平成30年7月文部科学省通知を参考） 

① 事前に天気予報を確認するとともに、天候の急変などの場合には、ためらうことなく計画

の変更・中止などの適切な措置を講ずること。 

② 日本大気電気学会編「雷から身を守る―安全対策Ｑ＆Ａ―改訂版（平成13年5月1日発行）」

によると、 

黒い厚雲が頭上に広がった際は、雷雲の接近を意識する。 

雷鳴は、かすかでも危険信号であり、雷鳴が聞こえるときは、落雷を受ける危険性があ

るため、すぐに安全な場所に避難する。 

※[安全な場所：鉄筋コンクリートの建物、自動車、バス等の内部] 

人体は、同じ高さの金属像と同様に落雷を誘引するものであり、たとえ身体に身に付け

た金属を外したり、ゴム長靴やレインコート等の絶縁物を身に付けていたりしても、落

雷を阻止する効果はない。 

気象庁のホームページにおいて、詳細な地域分布と1時間先まで10分ごとの予報を確認

できる「レーダー・ナウキャスト（降水・雷・竜巻）」（http://www.jam.go.jp/jp/radnowc/）

等の情報が掲載されている。 

（参照６）落雷基礎知識（日本大気電気学会ホームページより抜粋） 

① 雷は高いところへ落ちる！ 

平地で立った人と、低姿勢の人が並んでいた場合は、立った人へ落ちるとほぼ断定でき

る。万が一の場合は、姿勢を低く。 

② 林や森の中も危険！ 

木の下は、木への落雷による側撃雷の危険性が高い。 

③ 高い物体のそばは安全？ 

建物や車など周囲に何もないところでは、コンクリート製の電柱のそばが安全といえる。

物体が電気の伝導体で完全設置されていれば、そのそばの安全性は高い。 
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